
〇 基本的な考え方
災害が予想されるときの避難は、飼い主の方はペットと一緒

に安全な場所へ避難する「同行避難」が原則です。避難所で受
け入れ可能なペットは、犬、猫、その他小動物です。

〇 避難所でのペットの飼育
避難所では、動物が苦手な方やアレルギーなどで動物と一

緒にいられない方に配慮する必要があります。ペットは、居室
ではなく、屋根のある屋外で飼育していただくことになりますの
で、避難の際はケージやキャリーバッグなどの持参をお願いし
ます。
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一緒に
避難しよう！


